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茨城大学地域連携推進本部規則

平成17年 3月10日

規 則 第 2 1 0 号

（趣旨）

この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則（平成16年規則第 1号）第29条第 2第１条

項の規定に基づき、茨城大学地域連携推進本部（以下「推進本部」という。）に関し必

要な事項を定める。

（目的）

推進本部は、茨城大学（以下「本学」という。）における地域連携活動の一元的第２条

な窓口を置き、茨城大学社会連携事業会と連絡・調整を図り、全学的な地域連携活動を

企画・実施し、推進することを目的とする。

（業務）

推進本部は、全学的な地域連携活動に関し、次の各号に掲げる業務を行う。第３条

(1) 外部機関との連絡・調整に関すること。

(2) 各部局等との連絡･調整及び実施に関すること。

(3) 情報の整備、事業の実施状況報告等に関すること。

(4) 点検・評価に関すること。

（主要な事業）

推進本部における主要な事業は、次の各号に掲げるものとする。第４条

(1) 地域の教育力プロジェクト（人づくり）

(2) 地域環境形成、自治体との連携プロジェクト

(3) 産官学連携プロジェクト（ものづくり）

(4) 学術文化プロジェクト

(5) 学生地域参画支援プロジェクト

(6) 国際交流活動支援プロジェクト

２ 前項第 1号から第 4号のプロジェクトには、責任者（以下「プロジェクトリーダー」

という。）を置き、学長が委嘱する。

（本部長等）

推進本部に本部長を置き、学長が指名する。第５条

２ 本部長は、プロジェクトリーダーと緊密な連携を保ちつつ、本学における地域連携活

動を機動的に実施する。

３ 推進本部の運営の補佐に充てるとともに、本部長に事故があるときに備え、副本部長

を置き、本部長が指名する。

（組織）
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推進本部は、次の各号に掲げる者をもって組織する。第６条

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 理事（事業担当）

(4) 事務総括者

(5) 専任教員

(6) プロジェクトリーダー

(7) その他本部長が指名する者 若干人

２ 前項第 4号に掲げる者は、学術企画部長をもって充てる。

３ 前項第 7号に掲げる者は、学長が委嘱する。

（任期）

前条第 1項第 6号及び第 7号に掲げる者の任期は、 2年とし、再任を妨げない。第７条

２ 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

推進本部は、定期的な会議を開催するとともに、本部長は、必要に応じて、第 6第８条

条第 1項の各号に掲げる者のうちから運営委員を指名して運営委員会を随時開催し、地

域連携活動に係る事業を企画・実施し、推進する。

（事務）

推進本部の事務は、学術企画部研究協力･地域連携課において処理する。第９条

（雑則）

この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、学長が別第１０条

に定める。

附 則

この規則は、平成17年 4月 1日から施行する。
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茨城大学社会連携事業会会則

平成16年 9月14日

規 則 第 2 0 8 号

（名称）

本会は、茨城大学社会連携事業会（以下「事業会」という。）と称する。第１条

（事務局）

事業会の事務局は、茨城県水戸市文京２－１－１ 茨城大学学術企画部研究協力第２条

・地域連携課に置く。

（目的）

事業会は、茨城大学における社会貢献活動・教育研究活動の更なる充実に関して第３条

地域の機関、団体及び個人を中心に広く支援を募り、事業会への会員登録・会費、寄附

金による支援を得て、地域と共に歩む学術文化の拠点形成のために一層努力することを

目的とし、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会連携活動支援事業

(2) 学生地域参画支援事業

(3) 国際交流活動支援事業

(4) 前各号に関連した教育研究活動支援事業

（会長及び顧問）

事業会に会長を置き、会長は、茨城大学長をもって充てる。第４条

２ 会長は、事業会を総理する。

事業会に顧問30人以内を置く。第５条

２ 顧問は、会長が委嘱する。

３ 顧問は、事業会の重要事項に関し、会長の諮問に応じ、意見を答申する。

（副会長、理事、監事及び職員）

事業会に副会長 2人を置く。第６条

２ 副会長は、学外の有識者及び茨城大学副学長の職にある者を理事会の議を経て会長が

指名する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長のうち茨城大学副学長の

職にある者がその職務を代行する。

事業会に理事50人以内を置く。第７条

２ 理事は、会長が委嘱する。

３ 理事は、事業会の業務を掌理する。

事業会に監事 3人を置く。第８条

２ 監事は、会長が委嘱する。

３ 監事は、事業会の業務の執行状況及び資金の執行状況を監査する。

事業会に事務を処理するための職員を置く。第９条

（組織及び審議事項）

理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、次の各号に掲げる事項につ第１０条

いて審議する。
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(1) 会則に関する事項

(2) 事業の運営に関する事項

(3) 予算及び決算に関する事項

(4) 役員の選出に関する事項

(5) その他会長が必要と認めた事項

（会議）

理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の 3分の 1以上の要求があったと第１１条

きに、これを招集する。

２ 理事会の議長は、会長とする。

３ 理事会は、理事の 2分の 1以上の出席がなければ、会議を開き、決議することができ

ない。但し、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表明した者は、出席者と

見なすものとする。

４ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

５ 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

（委員会）

事業会に、次の各号に掲げる委員会を置く。第１２条

(1) 地域・茨城大学インターフェース委員会

(2) 広報普及委員会

(3) 基盤強化委員会

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

（会員、賛助会員等）

事業会の目的に賛同し会費を納入するものを会員とし、公的な団体及び地方公第１３条

共団体等で事業会の目的に賛同するものを賛助会員とする。

２ 事業会の目的に賛同し、寄附したものは準会員とする。

（資金）

事業会の資金は、次のとおりとする。第１４条

(1) 第 3条の規定により得られた会費及び寄附金

(2) 前号の会費及び寄附金から生ずる果実

(3) その他

（経理）

事業会の会計年度は、毎年、 4月 1日から翌年の 3月31日までとする。第１５条

（決算報告）

事業会の収支決算は、理事会に報告し、承認を得なければならない。第１６条

（補則）

この会則に定めるもののほか、事業会の運営に関し必要な事項は、会長が別に第１７条

定める。

附 則

この会則は、平成16年 9月14日から施行する。

附 則

この会則は、平成18年 6月 8日から施行する。
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茨城大学共同研究開発センター規則

平成元年 5月29日

制 定

（趣旨）

この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則第26条第 4項の規定に基づき、茨城第１条

大学共同研究開発センター（以下「センター」という。）に関し、必要な事項を定める。

（目的）

センターは、外部の機関等（以下「外部機関」という。）との共同研究及び研究第２条

交流並びに学内の共同研究を推進することにより、茨城大学（以下「本学」という。）

の教育研究活動の進展に寄与し、併せて地域社会における技術開発及び技術教育の振興

に資することを目的とする。

（知的財産部門）

センターに、本学における知的財産の創出、取得、管理、活用を推進するため、第３条

茨城大学共同研究開発センター知的財産部門（以下「知的財産部門」という。）を置く。

２ 知的財産部門に関し、必要な事項は、別に定める。

（職員）

センターに、次の職員を置く。第４条

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 専任教員

(4) その他必要な職員

センター長は、本学の教授をもって充てる。第５条

２ 副センター長は、本学の教授又は助教授をもって充てることができる。

３ センター長は、センターの業務を掌理する。

４ 副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があると

きは、その職務を代行する。

５ センター長及び副センター長の任期は、 2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員に

より補充されたセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。

センター長、副センター長及び専任教員の選考は、次条の管理委員会の議に基づ第６条

き、学長が行う。

２ 前項の専任教員を選考する場合は、選考委員会を設置する。

３ 選考委員会に関する事項は、別に定める。

（管理委員会）

本学に、センターの管理及び運営の基本方針等を審議するため、茨城大学学内共第７条
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同教育研究施設管理委員会（以下「管理委員会」という。）を置く。

２ 前項に掲げる管理委員会に関する規則は、別に定める。

（運営委員会）

センターに、茨城大学共同研究開発センター運営委員会（以下「運営委員会」と第８条

いう。）を置く。

（運営委員会の審議事項）

運営委員会は、センターに関する次の各号に掲げる事項を審議する。第９条

(1) 運営に関する具体的事項

(2) 点検・評価に関する事項

(3) その他必要な事項

（運営委員会の組織）

運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。第１０条

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任教員

(4) 人文学部及び教育学部から選出された教授又は助教授 各 1人

(5) 理学部及び農学部から選出された教授又は助教授 各 2人

(6) 工学部各学科から選出された教授又は助教授 各 1人

(7) その他学長が必要と認めた者 若干人

２ 前項第 4号、第 5号及び第 6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。その任期は 2年と

し、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

３ 第 1項第 7号に掲げる委員は、学長が委嘱し、その任期は、委嘱の日から前項の委員

の任期満了の日までとする。

（運営委員会の委員長）

運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。第１１条

（運営委員会の会議）

委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。第１２条

２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

３ 運営委員会は、委員の 3分の 2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

４ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

５ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことが

できる。

（企画情報協議会）

センターは、外部機関との円滑な交流を図るため、民間機関等の参加を得て、第１３条

企画情報協議会を置くことができる。
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（雑則）

この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員第１４条

会の議を経て、センター長が別に定める。

（事務等）

センター及び運営委員会の事務は、当分の間、工学部事務部において処理する。第１５条

附 則

１ この規則は、平成元年 5月29日から施行する。

２ この規則施行後、最初に任命されるセンター長の選考については、第 5条の規定にか

かわらず、評議会に諮って、学長が行う。

３ この規則施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第 4条第 3項の規定にかか

わらず、平成 3年 3月31日までとする。

４ この規則施行後、最初に委嘱される第13条第 1項第 3号から第 5号に掲げる委員の任

期は、同条第 2項の規定にかかわらず、平成 3年 3月31日までとする。

附 則

この規則は、平成元年 6月22日から施行し、平成元年 5月29日から適用する。

附 則

この規則は、平成 3年12月19日から施行する。

附 則

この規則は、平成 5年 4月 1日から施行する。

附 則

この規則は、平成 8年 4月 1日から施行する。

附 則

この規則は、平成12年 4月 1日から施行する。

附 則

この規則は、平成12年 9月21日から施行する。

附 則

１ この規則は、平成12年11月30日から施行する。

２ この規則の施行後、最初に委嘱される第 3条第 1項第 2号、第 9条第 1項第 4号及び

第 6号に掲げる委員の任期は、第 4条第 4項及び第 9条第 2項の規定にかかわらず、平

成14年 3月31日までとする。

附 則

この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則

（平成16年規則第19号）の施行の日（平成16年 6月24日）から施行し、平成16年 4月 1日

から適用する。

附 則

この規則は、平成17年 4月 1日から施行する。
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茨城大学共同研究開発センター知的財産部門要項

平成17年 3月30日

要 項 第 2 1 1 号

（趣旨）

この要項は、茨城大学共同研究開発センター規則第 3条第 2項の規定に基づき、第１条

茨城大学共同研究開発センター知的財産部門（以下「知的財産部門」という。）に関し

必要な事項を定める。

（業務）

知的財産部門は、次の各号に掲げる業務を行う。第２条

(1) 知的財産の創出及び取得のための啓発・広報活動

(2) 知的財産の創出、取得、管理、活用の手続及び手続に関する指導助言

(3) その他知的財産に関する事項

（組織）

知的財産部門は、次の各号に掲げる者をもって組織する。第３条

(1) 共同研究開発センター長

(2) 知的財産担当の共同研究開発センター専任教員

(3) 知的財産担当の共同研究開発センター客員教授

(4) 研究協力・地域連携課研究支援室長

(5) その他共同研究開発センター長が特に必要と認めた者

２ 知的財産部門に部門長を置き、センター長が指名する。

３ 部門長は知的財産部門の業務を掌理する。

（庶務）

知的財産部門の庶務は、研究協力・地域連携課研究支援室において処理する。第４条

附 則

この要項は、平成17年 4月 1日から実施する。
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国立大学法人茨城大学事務組織規則

平成16年 4月 1日

規 則 第 1 5 号

（趣旨）

この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則第10条第 3項及び第30条第 3項の規第１条

定に基づき、茨城大学（以下「本学」という。）の事務組織及び所掌事務について必要

な事項を定める。

（事務局）

本学に事務局を置く。第２条

（組織）

事務局に次の 4部及び 5学部事務部を置く。第３条

総務部

財務部

学務部

学術企画部

人文学部事務部

教育学部事務部

理学部事務部

工学部事務部

農学部事務部

２ 部に課及び係を置く。

３ 学部事務部に係を置く。

前条に定めるもののほか、特定の課に別に定めるところにより室を置くことがで第４条

きる。

（職制）

事務局に事務局長を、総務部に総務部長を、財務部に財務部長を、学務部に学務第５条

部長を、学術企画部に学術企画部長を置く。

２ 課に課長を、学部事務部に事務長を置く。

３ 課に課長補佐を、学部事務部に事務長補佐を置くことができる。

４ 課及び学部事務部に、専門員（図書館専門員を含む。）を置くことができる。

５ 課及び学部事務部に、専門職員を置くことができる。

５ 係に係長を置き、必要に応じ主任及び係員を置くことができる。

（職務）

事務局長は、学長の監督の下に事務局の事務を掌理し、及び調整する。第６条
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２ 部長は、学長及び理事の命を受け、部の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

３ 課長は、部長の命を受け、課の所掌事務を処理し、所属職員を監督する。

４ 事務長は、学部の長の命を受け、事務部の事務を処理し、所属職員を監督する。

５ 課長補佐及び事務長補佐は、課長又は事務長を助け、所掌事務を整理する。

６ 専門員は、上司の命を受け、特に高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野

の事務を直接処理するとともに、専門的見地から上司を補佐する。

７ 図書館専門員は、上司の命を受け、極めて高度又は特殊な専門的知識・経験等を必要

とする特定の分野の事務を直接処理する。

８ 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範

囲の分野の事務を直接処理する。

９ 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

１０ 主任は、係長を助け係の専門事項を処理する。

１１ 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

（総務部）

総務部においては、次に掲げる事務を処理する。第７条

(1) 総務、役員会等諸会議、秘書、渉外、広報・ＰＲ、情報公開及び法規・調査に関す

る事務

(2) 採用及び退職、懲戒・服務、給与、福利厚生及び共済組合に関する事務

(3) 就業規則、労組対応、労働安全衛生及び人事評価に関する事務

２ 総務部にその所掌事務を処理するため、次の 3課を置く。

総務課

人事課

労務課

３ 総務課に課長補佐及び次の 4係を置く。

総務係

秘書渉外係

広報係

法規係

４ 人事課に課長補佐、専門員及び次の 5係を置く。

人事第一係

人事第二係

給与第一係

給与第二係

共済係

５ 労務課に課長補佐及び次の 3係を置く。

労務企画係

安全衛生係
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職員福祉係

（財務部）

財務部においては、次に掲げる事務を処理する。第８条

(1) 概算要求、予算の計画・配分・管理、財務諸表、資産の維持管理に関する事務

(2) 資金及び債権の管理、運営費交付金、施設費補助金、学生納付金及び科学研究費補

助金等の経理に関する事務

(3) ファシリティマネージメント、施設計画（マスタープラン）の策定、メンテナンス

・プリメンテナンス計画、環境・インフラ整備計画、実施図面・積算・現場管理、災

害防止及び防火・安全管理に関する事務

２ 財務部にその所掌事務を処理するため、次の 3課を置く。

財務課

契約課

施設課

３ 財務課に課長補佐及び次の 7係を置く。

財務企画係

予算管理係

財務分析係

資産管理係

経理係

資金管理係

支払管理係

４ 契約課に課長補佐及び次の 3係を置く。

契約第一係

契約第二係

契約第三係

５ 施設課に課長補佐び次の 4係を置く。

計画係

企画係

施設係

環境係

（学務部）

学務部においては、次に掲げる事務を処理する。第９条

(1) 入学手続、教育課程、修学指導、身分異動、資格・課程認定及び大学教育研究開発

センターに関する事務

(2) 厚生補導、福利厚生、課外活動、奨学金・授業料免除及び保健管理センター・就職

支援センター・学生相談センターに関する事務

(3) 出願手続、学生募集、入学者選抜及び入学試験の実施に関する事務
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(4) 留学生の受入・派遣、留学生の修学・生活指導及び留学生センターに関する事務

２ 学務部にその所掌事務を処理するため、次の 4課を置く。

学務課

学生生活課

入試課

留学生課

３ 学務課に課長補佐、専門員及び次の 5係を置く。

学務総務係

学務企画係

学務調査係

教養教育係

大学教育研究開発センター係

４ 学生生活課に課長補佐及び次の 6係を置く。

厚生企画係

課外活動係

学生生活係

奨学育英係

健康管理係

就職支援係

５ 入試課に課長補佐、専門員及び次の 2係を置く。

入学試験第一係

入学試験第二係

６ 留学生課に課長補佐及び次の 2係を置く。

留学生係

留学生センター係

（学術企画部）

学術企画部においては、次に掲げる事務を処理する。第１０条

(1) 中期目標・中期計画の企画・立案、大学改革・将来構想、点検・評価、情報処理・

情報管理の企画立案及びＩＴ基盤センターに関する事務

(2) 学術研究協力・国際交流、地域連携・地域貢献、生涯学習、公開講座及び学内共同

教育研究施設（学術研究・地域連携に係わる施設）に関する事務

(3) 学術情報の収集・整理、図書館資料の閲覧・貸出、書架管理、図書館間相互協力、

レファレンス、利用者教育、図書館システムの企画開発・維持管理、所蔵資料の発信

に関する事務

２ 学術企画部にその所掌事務を処理するため、次の 3課を置く。

企画課

研究協力・地域連携課
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学術情報課

３ 企画課に課長補佐及び次の 5係を置く。

学術企画係

大学改革係

情報企画係

情報処理第一係

情報処理第二係

４ 研究協力・地域連携課に課長補佐、専門員及び次の 3係、 1室を置く。

研究協力係

地域連携係

生涯学習係

研究支援室

５ 学術情報課に図書館専門員、専門職員及び次の 8係を置く。

図書館企画係

図書情報係

雑誌情報係

情報サービス係

学術情報係

電子情報係

工学部分館図書係

農学部分館図書係

（人文学部事務部）

人文学部事務部においては、次に掲げる事務を処理する。第１１条

(1) 庶務、会計及び施設に関する事務

(2) 教務、厚生補導及び入学者選抜に関する事務

(3) 教授会及び諸会議に関する事務

(4) 学部の所掌事務に係る調査及び報告に関する事務

２ 人文学部事務部にその所掌事務を処理するため、事務長補佐、専門員及び次の 2係を

置く。

総務係

学務係

（教育学部事務部）

教育学部事務部においては、次に掲げる事務を処理する。第１２条

(1) 庶務、会計及び施設に関する事務

(2) 教務、厚生補導及び入学者選抜に関する事務

(3) 教授会及び諸会議に関する事務

(4) 附属学校園に関する事務
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(5) 学部の所掌事務に係る調査及び報告に関する事務

２ 教育学部事務部にその所掌事務を処理するため、事務長補佐、専門員及び次の 6係を

置く。

総務係

学務第一係

学務第二係

附属小学校・幼稚園係

附属中学校係

附属養護学校係

（理学部事務部）

理学部事務部においては、次に掲げる事務を処理する。第１３条

(1) 庶務、会計及び施設に関する事務

(2) 教務、厚生補導及び入学者選抜に関する事務

(3) 教授会及び諸会議に関する事務

(4) 学部の所掌事務に係る調査及び報告に関する事務

２ 理学部事務部にその所掌事務を処理するため、事務長補佐、専門職員及び次の 2係を

置く。

総務係

学務係

（工学部事務部）

工学部事務部においては、次に掲げる事務を処理する。第１４条

(1) 庶務、会計及び施設に関する事務

(2) 教務、厚生補導及び入学者選抜に関する事務

(3) 教授会及び諸会議に関する事務

(4) 学部の所掌事務に係る調査及び報告に関する事務

２ 工学部事務部にその所掌事務を処理するため、事務長補佐、専門員、専門職員及び次

の 5係を置く。

総務係

会計第一係

会計第二係

学務第一係

学務第二係

（農学部事務部）

農学部事務部においては、次に掲げる事務を処理する。第１５条

(1) 庶務、会計及び施設に関する事務

(2) 教務、厚生補導及び入学者選抜に関する事務

(3) 教授会及び諸会議に関する事務
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(4) 附属農場に関する事務

(5) 学部の所掌事務に係る調査及び報告に関する事務

２ 農学部事務部にその所掌事務を処理するため、事務長補佐、専門員、専門職員、技術

専門職員及び次の 6係を置く。

総務係

会計係

学務係

農場管理係

農場業務係

環境整備係

（事務分掌）

事務局の事務分掌については、学長が別に定める。第１６条

附 則

１ この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。

２ 茨城大学事務組織規則（昭和42年 9月21日制定）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成17年 2月 2日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年 4月 1日から施行する。

附 則

この規則は、平成17年 7月 1日から施行する。
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